
「
徴
兵
菟
除
」

嘆
願
文
書
に
み
る

九
世
紀
中
葉
エ

ジ
プ
ト
の
農
村
紅
命
日

力日

藤

博

一一一四五

「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
文
書

「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
書

農
村
支
配
機
構

村

落

構

造

家

族

構

成

-77 -

エ
ジ
プ
ト
園
立
公
文
書
館
色
町
苧

JF同

E
d
巳・

0
2
g
qる
に
お
い
て
『
エ
ジ
プ
ト
組
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』

(
ヨ
与
宝
引
ヨ
b
d
Q
S
ミい
E

E
込
。
と
い
う
名
稽
で
整
理
さ
れ
て
い
る
一
群
の
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ト
ル
コ
語
文
書
の
な
か
に
牧
め
ら
れ
て
い
る

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
を
取
り
暴
げ
、
そ
の
書
式
、
内
容
の
具
瞳
的
紹
介
を
通
し
て
、
一
九
世
紀
中
葉
エ

ジ
プ
ト
の
農
村
社
舎
の
幾
つ
か
の

本
稿
は
、

特
徴
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
の
よ
う
な
特
殊
な
文
書
に
依
接
し
て
論
述
す
る
と
な
る
と
、
依
援
す
る
文
書
の
史
料
的
債
値
に
つ
い

て
細
か
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
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格
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

そ
も
そ
も
嘗
該
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時
代
背
景
、

そ
の
た
め
に
は
、
嘗
一
該
文
書
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
『
エ
シ
プ
ト
総
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』
の
性

つ
ま
り
、
論
者
に
よ
っ
て
「
近
代
化
」
過
程
と
も
「
従
属
化
」
過
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程
と
も
評
さ
れ
る
近
代
エ
ジ
プ
ト
史
に
お
け
る
決
定
的
再
換
期
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
中
葉
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
、
ま
た
こ
の
轄
換
期
に
お
け

る
エ
ジ
プ
ト
農
村
社
舎
の
饗
容
と
エ
ジ
プ
ト
農
民
の
境
遇
、
と
り
わ
け
徴
兵
制
が
彼
ら
に
興
え
た
影
響
に
つ
い
て
解
説
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
に
闘
し
で
も
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
く
、
詳
細
な
分
析
は
し
な
か
っ
た

(
2〉

も
の
の
、
別
の
機
舎
に
そ
の
存
在
を
紹
介
し
た
。
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
貼
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
に
お
い
て
折
り
に
ふ
れ
言
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
す
こ
と
は

〈

1
)

し
な
い
。
ま
た
、

「
徴
兵
売
除
」
嘆
願
文
書

本
稿
が
依
援
す
る
の
は
、

一
八
五
三
年
か
ら
一
八
六
六
年
に
か
け
て
作
成

『
エ
ジ
プ
ト
綿
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』
に
牧
め
ら
れ
、

ハ
3
〉

さ
れ
た
、
一
二
六
の
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
で
あ
る
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
一
ニ
六
の
文
書
は
、

〈

4
〉

て
多
数
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
文
書
の
史
料
的
債
値
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
『
エ
ジ
プ
ト
縮
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』
の
性

(

5

)

〈

6
)

格
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
ご
で
、
以
下
、
別
の
機
舎
に
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
嘗
一
該
文
書
群
の
筒
皐
な
紹
介
か
ら
論
述

一
九
世
紀
中
葉
に
お
い

- 78ー

を
開
始
し
た
い
。

『
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』
の
タ
イ
ト
ル
と
な
り
、

l
ヤ
(
白
「

B
S苫
巳
・
窓
口
守
る
と
は
、
文
字
通
り
に
は
「
側
、
近
」
を
一
意
味
す
る
が
、

さ
て
、

「
エ
ジ
プ
ト
穂
督
内
閣
」
と
書
さ
れ
た
マ
イ
l
ャ
・
サ
一

別
名
「
補
佐
協
議
舎
」
(
各
国
同
帥
巳
・
ヨ
ロ
ぷ

3
5
)
と
も
呼
ば

れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

エ
ジ
プ
ト
総
督
の
側
、
近
く
に
あ
っ
て
、

彼
を
補
佐
す
る
内
閣
あ
る
い
は
諮
問
委
員
舎
(
フ
ラ
ン
ス
語
誇
で
は
、
-
0

の
ち
5
2
1
3・8
苫
}
)
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
機
関
に
は
、
嘗
時
の
言
語
事
情
を
反
映
し
て

ア
ラ
ビ
ア
語
を
ト
ル
コ
韮
問
に
、

ト
ル
コ
韮
間

を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
そ
れ
ぞ
れ
翻
謹
す
る
部
局
と
し
て
、

ト
ル
コ
語
局
と
ア
ラ
ビ
ア
語
局
が
あ
っ
た
。
嘗
一
該
文
書
群
は
、
こ
の
う
ち
ト
ル
コ
語
局

に
よ
っ
て
牧
集
・
整
理
・
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
」
は
、
そ
の
性
格
か
ら
、
園
政
全
般
に
亙
っ
て
目
を
く
ば
り
、
通
常
の
行
政
官
僚
機
構
、
司
法

裁
剣
制
度
を
組
合
的
に
統
轄
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
同
じ
く
エ
ジ
プ
ト
組
督
に
直
属
す
る
形
で
、

い
わ
ば
私
的
法
律
・
行
政
顧
問

固
と
し
て
設
置
さ
れ
た
立
法
委
員
舎
〈
ヨ
色
町
白
デ
与

E
S〉、

地
方
監
視
局

2
Z
E
と
'
S
E
mご
な
ど
と
並
ん
で
、

逼
常
の
行
政
官
僚
機
構
、

お
よ
び
そ
の
た
め
の
情
報
牧
集
活
動
を
行
っ
た
。
そ

一
方
で
は
、
御
上
の
命
令
を
す
ば
や
く
俸
達
す
る
上
意
下
達
機
構
と
し
て
機
能
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
末
端

地
方
行
政
レ
ベ
ル
の
住
民
の
不
満
を
陳
情

(mzra)、
異
議
申
し
立
て
・
申
請
(
ぜ
仏
-
P主
)
と
い
う
直
訴
の
形
で
吸
い
上
げ
る
機
能
を
果

し
た
。

司
法
裁
剣
制
度
で
は
臨
機
慮
饗
に
劃
鹿
で
き
な
い
重
要
緊
急
司
法
・
行
政
・
立
法
業
務
、

の
た
め
、
こ
の
機
関
は
、

こ
う
し
て
、

『
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
官
房
文
書
』
と
は
、
嘗
時
の
中
央
権
力
に
と
っ
て
緊
急
に
検
討
を
要
す
る
テ
l
マ
・
事
件
に
関
し
て
、

:
、
:

φ
刈

L
・刀

「
エ
ジ
プ
ト
線
督
内
閣
」
と
地
方
行
政
官
と
の
聞
で
取
り
交
さ
れ
た
ト
ル
コ
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
文
書
群
を
牧
集
・
整
理
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

「
エ
ジ
プ
ト
紹
督
内
閣
」
の
前
記
業
務
内
容
か
ら
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
文
書
群
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
以
下
の
二

- 79一

つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
新
た
な
制
度
を
導
入
し
た
り
、
新
た
な
政
策
を
寅
施
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
た
め
に
中
央
政
府
が
緊
急
に
必
要
と
し
た
情
報
に
閲

し
て
、

「
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
」
と
地
方
行
政
官
と
が
取
り
交
し
た
文
書
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
は
、
す
で
に
導
入
さ
れ
た
制
度
や
す
で

に
貫
施
さ
れ
た
政
策
な
ど
、
首
時
の
園
政
に
謝
し
て
園
民
が
行
っ
た
陳
情
・
異
議
申
し
立
て
に
関
し
て
、

「
エ
ジ
プ
ト
穂
督
内
閣
」
と
地
方
行

政
官
と
が
取
り
交
し
た
文
書
群
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
稿
が
分
析
の
劉
象
と
す
る
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
は
、
第
二
の
範
晴
の
文
書
群
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文

書
は
、
エ
ジ
プ
ト
園
家
が
近
代
園
家
へ
と
脱
皮
す
る
過
渡
期
に
あ
た
る
一
九
世
紀
中
棄
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
中
世
以
来
の
「
行
政
裁
剣
所
」

な
ど
と
書
さ
れ
る
マ
ザ
l
リ
ム
法
廷
(
自
品

E
自
己
巳
自
足
包
百
)
の
停
統
を
ひ
く
の
で
あ
ろ
う
、
嘗
時
存
在
し
た
「
直
訴
」
の
制
度
を
根
援
に
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作
成
さ
れ
た
書
類
な
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
世
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
マ
ザ
l
リ
ム
法
廷
は
、
通
常
の
「
宗
教
裁
剣
所
」
、
つ
ま
り
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シ

ヤ

リ

l

ア

シ
ャ
リ

i
ア
法
廷
(
白
「
自
由

fr曲
目
阻
止

amrRqる
が
園
家
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
、
立
法
者
た
る
「
一
神
」
の
命
令
、
具
鵠
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
法

カ
ー
デ
イ
ー

の
執
行
者
で
あ
る
「
裁
判
官
」
(
巳
ム
息
。
の
裁
判
権
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
民
間
レ
ベ
ル
の
係
争
を
扱
っ
た
の
に
射
し
て
、
世
俗
の
政
治
権
力

者
に
認
め
ら
れ
た
特
別
の
君
主
的
裁
判
権
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
「
直
訴
」
と
い
う
法
手
績
き
を
通
し
て
、
園
政
に
係
わ
る
公
的
性
格
を
も
っ
係

(

7

)

 

争
を
扱
っ
た
。

一
九
世
紀
中
葉
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
マ
ザ
!
リ
ム
法
廷
の
停
統
を
ひ
く
と
思
わ
れ
る
「
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
」

」
の
な
か
で
、
徴
兵
問
題
、が
大
き
な
テ
l
マ
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

か
く
て
、

へ
の
「
直
訴

一
八
二
二
年
に
お
け
る
貫
施
以
来
、
徴
兵
制
は
、
近
代
的
教
育
制
度

と
並
ん
で
、
園
民
園
家
エ
ジ
プ
ト
の
形
成
に
と
っ
て
根
幹
的
な
制
度
と
し
て
機
能
す
る
一
方
、
農
業
献
労
働
力
を
奪
う
措
置
と
し
て
、
嘗
時
の
エ

(
8〉

ま
た
農
民
は
そ
れ
を
「
血
税
」
と
し
て
忌
み
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
徴
兵
業
務
に
あ
た

ジ
プ
ト
農
村
祉
舎
に
大
き
な
影
響
を
興
え
、

っ
た
行
政
官
ー
ー
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
地
方
行
政
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
村
役
人
で
あ
る
ー
ー
に
よ
る
不
嘗
な
扱
い
に
射
す
る
抗
議
を
内
容
と

さ
て
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
は
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
と
、

- 80ー

す
る
数
多
く
の
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ

の
内
容
の
員
偶
を
確
め
る
べ
く
嘗
局
が
と
っ
た
調
査
手
績
き
経
過
の

(
9
)
 

記
録
文
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
嘆
願
文
は
、
横
二
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
四

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
所
定
の
用
紙
|
|
一
嘆
願
文
を
除
き
、

九
O
フ
ィ
ッ
ダ
の
謹
書
代
と
あ
る
l
ー
ー
に
、

お
そ
ら
く
代
書
人
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
書
き
寓
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
嘆
願
文
が
書
き

寓
さ
れ
た
所
定
の
用
紙
の
飴
白
に
、
蛍
局
に
よ
る
嘗
該
嘆
願
内
容
の
員
備
調
査
手
績
き
の
経
過
と
調
査
結
果
が
次
々
と
記
録
さ
れ
て
い
く
。

ザコ

ま
り
、
首
該
嘆
願
書
を
受
理
し
た
こ
と
の
確
認
、
嘆
願
人
の
主
張
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
確
認
せ
よ
と
の
命
令
、
こ
の
命
令
に
従
っ
て
貫
施
さ

「
住
民
簿
」
包
品
目
白
】

'
R
E
3
と
「
死
亡
登
録
簿
」
♀
阻
止
血
円
台
立
曲
目
自
己
目
唱
者
阻
止
る
に
基
づ
く
嘆
願
人
の
家
族
構
成
に
関
す
る
、
そ

(
叩
)

し
て
徴
兵
登
録
簿
(
』
石
包
智
ぜ
停
町
田
ナ
ピ

r
E
qる
に
基
づ
く
徴
兵
克
除
を
願
い
出
ら
れ
た
兵
士
の
徴
護
日
に
闘
す
る
調
査
結
果
が
、
さ
ら

に
、
必
要
に
謄
じ
て
、
関
係
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
富
者
の
所
見
、
そ
の
他
嘆
願
人
の
主
張
の
員
備
を
確
定
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
事
寅

開
係
に
つ
い
て
の
村
長
老
た
ち
の
見
解
な
ど
が
、
時
に
は
整
理
さ
れ
た
報
告
と
い
う
形
で
、
時
に
は
質
疑
麿
答
の
形
式
の
ま
ま
で
も
っ
て
、
そ

れ
た
、
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し
て
最
後
に
、
以
上
の
手
績
き
の
経
過
報
告
が
、
ま
ず
上
記
所
定
用
紙
の
表
面
絵
白
に
、
次
い
で
そ
の
裏
面
に
、

に
は
、
追
加
別
紙
に
と
、
順
次
手
績
き
経
過
に
従
っ
て
報
告
・
記
載
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
紙
面
が
足
り
な
い
時

参
考
ま
で
に
、
所
定
の
用
紙
の
表
面
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
最
も
短
い
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
の
一
つ
で
あ
る
カ
ル
ト
ン
番
競
二
〔
E〕

文
書
番
競
五
五
四
(
ヨ
与
L
P
g
2
4司
N
N
G
C
-
E
ミ
宮
古
ミ
雪
刊
日
出
血
)
の
文
書
の
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
上
記
手
績
き
を
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
①
が
ア
ラ
ジ
ア
語
に
よ
る
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
、
②
が
嘗
局
に
よ
る
蛍
一
該
嘆
願
書
受
理
の
ト
ル
コ
語
に
よ
る
確
認
(
イ
ス
ラ
ム
磨

一一

一

七
O
年
シ
ャ
ツ
ワ
1
ル
月
八
日
附
)

③
④
⑤
が
、
嘗
局
の
命
令
に
よ
る
嘆
願
内
容
の
員
俗
調
査
の
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
る
結
果
報
告
で
あ
る
。
具
瞳

内
口
こ
ま

t
b
v
t
 
③
が
「
住
民
簿
」
に
基
づ
く
嘆
願
人
の
家
族
構
成
の
調
査
結
果
(
同
年
シ
ャ
ツ
ワ
l
ル
月

一
八
日
附
)
、
④
が
「
徴
兵
登
録
簿
」
に
基
づ

く
徴
兵
克
除
を
願
い
出
ら
れ
た
兵
士
の
徴
設
日
の
調
査
結
果
(
月
・
日
の
記
載
な
し
〉
、
⑤
が
「
死
亡
登
録
簿
」
に
基
づ
く
嘆
願
人
に
よ
る
世
帯

そ
し
て
、

⑤
が
以
上
の
手
緩
き
に
闘
す
る
嘗
局
の
ト
ル
コ
語

主
死
亡
の
主
張
の
員
偶
調
査
結
果
(
同
年
シ
ャ
ツ
ワ
l
ル月一

一
一
日
附
)

で
あ
る
。
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に
よ
る
経
過
報
告
(
同
年
シ
ャ
ツ
ワ
l
ル月一

一
一
日
附
)
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
以
上
か
ら
、

一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
制
度
的
に
は
、
所
定
の
書
類
を
購
入
す
る
た
め
の
謹
書
代
、
嘆
願
文
を

書
い
て
も
ら
う
代
書
人
へ
の
謝
躍
さ
え
支
携
え
る
な
ら
ば

誰
で
も
「
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
」

へ
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
を
提
出
で
き
た
こ

、
も
っ
と
も
、

(
日

)

局
、
と
り
わ
け
嘆
願
人
の
日
常
生
活
と
深
く
係
わ
る
村
役
人
に
針
す
る
告
訴
を
と
も
な
う
以
上
、
嘆
願
人
自
身
が

有
力
家
系
の
一
員
で
あ
る

と
、
そ
し
て
、
こ
の
嘆
願
書
が
嘗
局
に
よ

っ
て
受
理
さ
れ
、
調
査
の
結
果
、
嘆
願
人
の
主
張
が
正
し
く
、
そ
の
願
い
出
が
正
嘗
で
あ
る
と
剣
断

現
質
に
は
、

さ
れ
た
な
ら
ば

嘆
願
人
の
「
徴
兵
克
除
」
願
い
は
寅
現
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
嘆
願
が
地
方
嘗

か
、
嘆
願
人
に
有
力
家
系
の
後
ろ
楯
が
あ
っ
て
-
初
め
て
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書

そ
れ
で
は
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
は
ど
の
よ
う
な
書
式
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以



下、

(
ロ
)

こ
の
黙
を
み
る
前
に
、
参
考
と
し
て
二
つ
の
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
を
翻
課
し
て
み
よ
う
。

翻
書
付
カ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔

E
〕
文
書
番
競
五
五
回
〈
ヨ
与
》
官

E
雪村
N

Q

H
〕
・

E
ミ』
v
s
a
E唱
吉
日
間
u
h
)

〔
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七

O
年
(
西
暦
一

八
五
四
年
)
シ
ャ

γ
ワ
l
ル
月
附
〕

ア
タ
l
の
提
出
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
い
と
気
高
き
(
エ
ジ
プ
ト
総
督
)
閣
下
に
申
し
あ
げ
ま
す
。
以
下
は
閣
下
の
臣
民
、
ブ
へ
イ
ラ
懸
ス
ィ
ル
ナ
バ

l
イ
村
住
民
、
ア
リ
l

・

我
々
は
家
計
を
一
つ
に
し
て
い
る
四
人
兄
弟
で
あ
り
ま
す
が
、

我
々
の
う
ち
一
人
は
、
去

年

兵
士
と
し
て
徴
護
さ
れ
、
も
う
一
人
は
、

我
々
の
も
と
に
五
人
の
娘
と
そ
の
母
親
を
残
し
て
、

己
れ
の
家
族
と
死
亡
し
た
兄
弟
の
家
族
、

紳
の
御
元
に
召
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
一

O
人
の
婦
女
子

(
S
Z苫
〉
を
養
う
ベ

こ
の
ラ
マ
ダ
l
ン
月
に
徴
兵
の
命
令
が
下
さ
れ
た
時
、
嘗
局
は

そ
こ

で
、
我
々
(
蔑
さ
れ
た
)
二
人
(
の
兄
弟
〉
は
、

く
奮
闘
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

(
こ
と
も
あ
ろ
う
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に
〉
こ
の
(
残
さ
れ
た
)
私
の
兄
弟
を
兵
士
と
し
て
徴
渡
し
、
彼
は
兵
士
と
し
て
登
録
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
兄
弟
と
い
え
ば
、
我
々
の
も

と
で
の
働
き
手
で
あ
り
、

彼
の
働
き
に
よ
っ
て
我
々
の
生
活
は
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
す
。

嘗
局
は
そ
の
彼
を
兵
士
と
し
て
徴
護
し
た
た

死
亡
し
た
兄
弟
の
、
兵
士
と
し
て
徴
接
さ
れ
た
二
人
の
兄
弟
の
、
そ
し
て
私
の
家
族
の
生

活
を
縫
績
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
我
々
が
所
属
し
て
い
る
村
落
に
は
、
多
く
の
成
員
を
抱
え
て
い
る
家
族
が
存

め
、
今
や
我
々
は
取
り
残
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、

在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
嘗
局
は
、
一
五
年
前
に
四
七
人
、
一
二
年
前
に
二

O
人
を
徴
設
し
た
二
つ
の
機
舎
に
お
い
て
、
こ
う
し

た
(
多
く
の
成
員
を
抱
え
る
)
家
族
か
ら
一
人
と
し
て
徴
護
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
八
四
家
族
い
る
(
こ
の
)

村
落
の
世
帯

(
B
E
N
-
-〉
を
破
援
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
は
、
い
と
気
高
き
エ
ジ
プ
ト
総
督
閣
下
の
公
正

2
E
E〉
に
反
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
ラ

マ
ダ
l
ン
月
の
二
二
日
、
我
々
は
こ
の
問
題
に
闘
す
る
異
議
申
し
立
て
(
ピ
合
を
子
シ
プ
ト
抑
制
督
閣
下
に
提
出
し
た
の
で
す
が
、
現
在
に
至
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か
く
て
、
こ
こ
に
我
々
は
傍
越
な
が
ら
(
再
び
)
こ
の
(
嘆
願
書
〉
を
提
出
し
、

る
も
、
取
り
上
げ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
総
督
閣
下
、
我
々
の
唯
一
の
働
き
手
の
(
兵
役
克
除
を
)
御
決
断
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
な
か
で
、
私
の
愛
す
る
兄
弟
の
(
兵
役
か
ら
の
)
解
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除
を
命
じ
る
敷
令
の
公
布
を
願
い
出
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
我
々
が
唯
一
の
員
理
に
基
つ
い
て
公
布
さ
れ
た
法
律
、
法
令
に

よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、
気
高
き
エ
ジ
プ
ト
総
督
閣
下
か
ら
紳
の
祝
福
と
御
慈
悲
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

か
く
し

て
、
事
態
は
納
ま
る
と
こ
ろ
に
納
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
」

翻
詩
句
カ
ル
ト
ン
番
披
二
二
〔
E
〕
文
書
番
競
二
九
九
(
ヨ
与
¥
S
G
E唱
追
随
〔
H
P
S
Q
H
E官
日
台
司
N

苦
)
〔
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七
五
年
(
西
暦

一
八
五
八
年
)
ラ
ビ

l
ゥ
月
附
〕

「
(
エ
ジ
プ
ト
穂
督
〉
閣
下
に
申
し
あ
げ
ま
す
。
以
下
は
閣
下
の
僕
、
ロ
ー
ダ
・
パ
ハ
レ
イ
ン
蘇
マ
ン
ス

l
ラ
・
フ
ィ
ル
サ
ン
ク
村
住
民
ガ

ミ

l
ラ
女
の
提
出
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(
私
は
現
在
で
こ
そ
マ
ン
ス
l
ラ

・
フ
ィ

ル
サ
ン
ク
村
に
住
ん
で
お
り
ま
す
が
、
)
我
々
、

つ
ま
り
私
の
夫
、
私
の
息
子
、

(
そ
し
て
私
〉
は
、

か
つ
て
ロ
ー
ダ

・
バ
ハ
レ
イ
ン
豚
ト
ゥ
l
フ
・
ナ
サ
l
ラ
村
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。

ー
セ
フ
・
ア
リ
!
と
い
う
名
の
息
子
が
一
人
い
る
だ
け
で
し
た
。
そ
の
彼
は
誼
み
書
き
が
出
来
、

そ
の
た
め
、
彼
の
交
が
我
々
を
見
捨
て
た

- 84ー

と
こ
ろ
が
、
私
は
(
あ
る
日
〉
病
気
と
な
り
、
覗
力
を
失
い
、

そ
れ
が
原
因
で
数
年
前
、
夫
と
正
式
に
離
婚
い
た
し
ま
し
た
。
我
々
に
は
ユ

後
、
我
々
を
養
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
我
々
に
は
養
い
手
と
し
て
彼
し
か
い
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

マ
ン
ス
l
ラ
・
フ
ィ
ル

サ
ン
ク
村
の
村
長
老

(mEユ
ご
の
一
人
で
あ
る
ア
タ
l
・
ア
ッ
ラ
l
は
、
我
々
が
(
こ
の
村
を
本
籍
と
し
な
レ
〉
寄
留
者
公
開
r
E
S
と

し
て
村
の
寄
留
者
名
簿
♀
島
田
町
包
品
開
r
E
3
に
登
録
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
貧
乏
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
我
々
に

無
瞳
を
働
き
、
我
々
の
こ
の
一
人
息
子
を
徴
麗
し
、
こ
の
村
か
ら
兵
士
と
し
て
、
迭
り
出
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
閣
下
の
僕
で
あ
る
こ
の

私
は
と
い
え
ば
、
目
が
み
え
ず
、
こ
の
息
子
以
外
に
頼
る
べ
き
身
寄
り
は
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
臣
民
の
一
人
が
不
正
を
受
け
る
な
ど
公
正

(
正
巳
白
)
に
反
し
ま
す
c

そ
こ
で
、
我
々
は
儲
越
な
が
ら
、
あ
え
て
こ
の
異
議
申
し
立
て

Q
H旦
)
を
総
督
閣
下
に
提
出
し
、

そ
の
な
か
で
、

関
係
各
位
に
射
し
て
、
気
高
き
そ
の
御
慈
悲
か
ら
以
上
の
不
正
を
明
ら
か
に
し
、
調
査
後
、
息
子
を
(
兵
役
か
ら
〉
解
除
す
る
か
、
こ
の
閣

下
の
僕
に
劃
し
て
生
活
の
た
め
の
手
段
を
講
じ
る
か
を
願
い
出
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
私
は
息
子
が
奪
わ
れ
た
後
の
物
乞
い



の
生
活
に
も
は
や
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
関
係
各
位
に
し
か
る
べ
き
善
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」

さ
て
、
上
記
二
つ
の
翻
需
例
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
唯
一
の
家
族
の
働
き
手
が
不
嘗
に
徴
設
さ

れ
た
と
し
て
、
彼
の
兵
役
か
ら
の
解
除
を
申
し
立
て
る
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
。
貫
際
、
か
か
る
内
容
を
も
っ
た
申
し
立
て
は
、
嘗
時
の
エ
ジ

プ
ト
政
府
の
方
針
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
、
徴
兵
に
よ
る
軍
事
力
確
保
を
目
差
す
一
方
、
農
業
務
働
力

の
確
保
に
も
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
耕
地
面
積
と
の
比
較
に
お
い
て
人
口
が
不
足
気
味
で
あ
っ
た
一
九
世

紀
中
葉
に
あ
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
に
と
っ
て
、
農
家
経
営
の
破
綻
と
農
村
社
舎
の
疲
弊
を
避
け
る
た
め
、
家
族
に
少
な
く
と
も
一
人
の
働
き

(
日
)

手
を
確
保
す
る
こ
と
は
至
上
命
令
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

働
き
手
と
認
め
ら
れ
る
人
物
の
年
齢
の
上
限
は
、
カ
ル
ト
ン
番
競
二
〔
E
〕
文
書
番
続
三

O
一
(
芸
品

ξ
b苦
言
南
道
M

〔
3
・

8
ミ
吉
宮

E
尚喜

8
0
の
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
の
文
面
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
六

O
歳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
下

限
は
定
か
で
な
い
。
カ
ル
ト
ン
番
競
二
〔
E
〕
文
書
番
競
四
八
二
(
ヨ
与
¥
s
b
g尚
道
匂
〔
同
0
・
g
a
H
F
S
Q
E
q吉
弘
巴
)
に
お
け
る
嘗
局
と
嘆
願

そ
の
際
、
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人
と
の
質
疑
鷹
答
の
記
録
の
な
か
に
、
嘗
局
が
一
三
歳
か
ら
二
三
歳
ま
で
の
青
年
を
兵
士
と
し
て
徴
援
す
る
よ
う
命
令
し
た
、
と
の
文
言
が
あ

(
M〉

る
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
数
字
が
働
き
手
の
年
齢
の
下
限
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
敷
字
は
、
嘗
時
の
エ
ジ
プ
ト

政
府
に
よ
っ
て
徴
兵
の
封
象
と
さ
れ
て
い
た
の
が
若
い
青
年
層
、
つ
ま
り
は
次
男
、
三
男
の
青
年
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
徴
兵
に
際
し
て
の
こ
う
し
た
政
府
の
配
慮
は
、
徴
兵
業
務
の
末
端
責
任
者
で
あ
る
村
役
人
の
職
権
濫
用
に
よ
っ
て
し

ば
し
ば
無
視
さ
れ
た
。
か
く
て
、
不
法
に
徴
護
さ
れ
た
唯
一
の
家
族
の
働
き
手
の
兵
役
か
ら
の
解
除
を
願
い
出
る
「
徴
兵
尭
除
」
嘆
願
書
が
書

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
の
ほ
と
ん
ど
が
家
族
の
働
き
手
の
確
保
を
目
的
と
し
た
嘆
願
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
そ
れ
以
上
の
個
々
の
嘆
願
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
吐
舎
史
研
究
に
と
っ
て
興
味
あ
る
資
料
を
提
供
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
紙
面

以
上
、
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の
都
合
上
、
後
節
の
論
述
に
お
い
て
必
要
な
限
り
の
言
及
に
と
ど
め
、
そ
の
詳
細
に
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
具

瞳
的
内
容
と
は
別
に
、
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
の
書
式
一
般
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
、

(

日

)

別
の
機
舎
に
お
い
て
、
嘆
願
文
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
農
民
の
権
力
視
を
誼
み
解
く
べ
く
試
み
た
時
に
示
し
た
よ
う
に
、
嘗
時
に
お
け

る
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
を
中
心
と
し
た
園
家
と
農
民
と
の
関
係
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

農
村
支
配
機
構

我
々
は

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
か
ら
、
首
時
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
園
家
の
農
村
支
配
機
構
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
農

「
住
民
簿
」
♀
え
仲
良
ω
一-R缶

ε、

第
一
節
で
指
摘
し
た
三
つ
の
蓋
帳
、

そ
し
て
「
徴
兵
登
録
簿
」

2
4
E営
ピ
同
志
円
白
ケ
コ
ゲ
包
々
る
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

「
死
亡
登
録
簿
」
公
阻
止
日

村
支
配
の
一
核
心
に
あ
っ
た
の
は

官
〕
『
仏
国
デ
自
己
主
司
君
阻
止
ロ
)
、

村
部
に
お
い
て
は
、

一
八
四
七
年
頃
ま
で
に
は
完
備
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
暦

一
二

六
三
年
〈
西
暦
一
八
四
七
年
)
ラ
マ
ダ
l

- 86-

「
住
民
簿
」
が
い
つ

か
ら
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
住
民
簿
」
が
、
少
な
く
と
も
農

ン
月
二
四
日
の
日
附
を
も
っ
、

エ
ジ
プ
ト
線
督
(
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
l
〉
か
ら
ダ
ア
フ
ァ
l
遊
牧
部
族
長
に
あ
て
た
命
令
の
内
容
か
ら
知
ら

こ
の
文
書
は
嘗
該
部
族
長
に
射
し
て
部
族
民
の
人
口
調
査

(
gぷ
包
巳
・
ロ
口
出
回
目
)
の
確
認
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、

(

日

)

時
、
人
口
調
査
が
遊
牧
民
社
舎
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
の
冒
頭
に
は
、
「
周
知
の
よ
う
に
、
久
し
く
エ
ジ
プ

ト
諸
地
方
に
お
い
て
住
民
の
人
口
調
査
が
貫
施
せ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
、
す
で
に
多
く
の
地
域
に
つ
い
て
住
民
の
人
口
調
査
が
完
了
し

れ
る
。

と
い
う
の
も
、

嘗

と て
は. ¥，、

開 る
違」
し、と
な あ
い る
と か
思 ら
わで

れーあ
る祈る
。、...-' 0 

こ
の
人
口
調
査
官
正
色
白
?
E
E凹
)
の
結
果
作
成
さ
れ
た
の
が

「
住
民
簿
」
♀
阻
止
自
己

'REL)
で
あ
る
こ

「死
亡
登
録
簿
」
が
い
つ
か
ら
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
レ
て
は
、

は
っ
き
り
し
て
い
る
。

一
八
二

0
年
代
以
降
、
中
央
な
ら

び
に
地
方
に
お
け
る
保
健
行
政
の
近
代
化
が
計
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
五
三
年
の
初
頭
(
西
暦
一
八
三
七
年
〉
、
生
誕



と
死
亡
に
闘
す
る
初
め
て
の
法
律
が
公
布
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
五
四
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
一
日
(
西
暦
一
八
三
八
年
三
月
)
、
現
買
に
適
用
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
、
死
者
の
埋
葬
の
登
録
を
義
務
づ
け
た
だ
け
で
、
死
因
な
ど
に
閲
す
る
死
亡
報
告
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
死
亡
報
告
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
た
の
は
、
一
八
四
一
年
八
月
三

O
日
附
の
敷
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
敷
令
に
よ
っ
て
、
男
性

な
ら
び
に
女
性
か
ら
な
る
保
健
専
門
官
(
日
ロ

g羽田内
E
r
Z
E
3
が
任
命
さ
れ
、
醤
者
が
不
在
の
場
合
で
も
、
彼
ら
の
責
任
に
よ
る
死
亡
報

一
八
四
七
年
八
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
た
下
エ
ジ
プ
ト
地
方
に
闘
す
る
保
健
視
察
法
(
広
ぶ
忠

弘

-E2各
白

Z
F
Z
M
r
r
g
E
M
Z
Z
;
-・
5
子
主

-
g
f
c
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
村
役
人
(
自
由
臼

r
S
F
曲
芸
ピ
ヨ
邑
と
・

E
包
)
の
も
と
に
保
管
さ
れ

て
い
た
死
亡
・
生
誕
・
郡
鹿
所
在
地
に
お
け
る
接
種
に
閲
す
る
諸
蓋
帳
官
民
主
円
曲
目
・
8
己

2
3身
宮
耳
目
白

-
-
E
E
E
S
と・
5
J
S
曲目・

r
E沼田

(
国
〉

z・5
8念
与
を
鯨
(
ヨ
邑
同
門
々
回
)
車
位
で
配
属
さ
れ
て
い
る
保
健
局
長
(
官
E
B
E任
。
の
も
と
で
一
括
管
理
す
べ
き
旨
定
め
ら
れ
た
。
「
徴

兵
克
除
」
嘆
願
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
死
亡
登
録
簿
」
が
、
こ
の
保
健
局
長
の
も
と
に
保
管
さ
れ
て
い
た
蓋
帳
の
寓
し
で
あ
る
こ
と
は
明

告
書
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、

こ
れ
に
封
し
て
現
在
ま
で
、
「
徴
兵
登
録
簿
」
が
い
つ
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
、
法
令
そ
の
他
公
式
文
書
の
な
か
で
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
我
々
が
徴
兵
制
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
農
民
の
兵
士
と
し
て
の
徴
護
が
一
八
二
二
年
に
開
始
さ

ま
た
、
も
し
正
確
な
「
徴
兵
登
録
簿
」
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
村
落
住
民
に
闘
す
る
「
住
民
簿
」
の
存
在
を
必
要
と
し

- 87ー

ら
か
で
あ
る
。

れ
た
こ
と
、

「
徴
兵
登
録
簿
」
の
整
備
は
、

安
嘗
だ
ろ
う
。
貫
際
、
先
に
指
摘
し
た
、
遊
牧
部
族
民
に
劃
す
る
人
口
調
査
の
確
認
を
内
容
と
し
た
、

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

「
住
民
簿
」
の
作
成
過
程
と
重
な
る
時
期
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が

一
八
四
七
年
附
エ
ジ
プ
ト
綿
督
か
ら
ダ

ア
フ
ァ

l
遊
牧
部
族
長
あ
て
命
令
の
な
か
で
は
、
人
口
調
査
の
目
的
と
し
て
兵
役
そ
の
他
公
共
事
業
へ
の
務
働
力
徴
裂
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

き
て
、
以
上
、
三
つ
の
蓋
帳
の
作
成
日
附
を
確
定
す
る
作
業
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、

「
住
民
簿
」
、

「
死
亡
登
録
簿
」
、

そ
し

て
「
徴
兵
登
録
簿
」
の
三
つ
の
蓋
帳
が
ほ
ぼ
同
時
に
、
と
い
う
よ
り
は
互
い
に
密
接
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
作
成
・
整
備
さ
れ
た
、
と
い
う
こ

261 

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
の
三
つ
の
蓋
帳
が
同
時
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
と
は
一
八
四

0
年
代
で
あ
り
、
こ
の
時
期
こ
そ
、
村
長
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(
四
)

職

(JHge・
同
】
て
ロ
ヨ
包
)
の
創
設
に
代
表
さ
れ
る
エ
ジ
プ
ト
農
村
行
政
の
再
編
成
の
時
期
で
あ
っ
た
。

四

村

落

構

造

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
指
摘
し
た
三
つ
の
蓋
帳
の
管
理
者
を
み
る
に
、

「
住
民
簿
」
に
つ
い
て
は
村
落
徴
税
人
〈
羽
田
口
虫
色
・
ロ
与
右
乙
で
あ
り
、

「
死
亡
登
録
簿
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

(
勾
)

老
(
印

EMLハ
Y

え

'g-E)
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
以
下
の
二
つ
の
問
題
黙
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
互
い
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
作
成
に
は
そ
れ
ぞ
れ
濁

保
健
局
長
(
す

r
g
E任
。
で
あ
り
、

そ
し
て
「
徴
兵
登
録
簿
」
に
つ
い
て
は
村
長

第
一
は
、
上
記
三
つ
の
蓋
帳
は
ほ
ぼ
同
時
に
、

自
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
住
民
簿
」
は
、
そ
の
管
理
者
が
村
落
の
徴
税
人
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
第

一
義
的
に
は
税
の
徴
牧
の
た
め
の
蓋
帳
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て

「
徴
兵
登
録
簿
」
は
文
字
通
り
農
民
の
第
働
力
、
す
な
わ
ち
血
税
を
管
理
す

- 88ー

つ
ま
り
は
「
住
民
簿
」
と
「
徴
兵
登
録
簿
」
の
目

的
を
と
も
に
支
え
る
農
民
の
労
働
力
の
確
保
を
目
的
と
し
た
蓋
帳
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
徴
兵
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
税
の
徴
牧
に
と
っ

る
た
め
の
蓋
帳
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

「
死
亡
登
録
簿
」
は
、
農
民
の
生
死
の
登
録
の
管
理
、

て
も
、

嘗
時
の

エ
ジ
プ
ト
政
府
の
最
大
の
闘
心
事
、

そ
れ
は
農
民
の
献
労
働
力
の
確
保
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
、
税
と
血
税
と
は
手
を

た
ず
さ
え
て
農
民
の
前
に
現
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
第
二
は
、
園
家
が
農
民
を
管
理
・
支
配
す
る
方
法
は
一
律
で
は
な
く
、
行
政
領
域
に
よ
っ
て
徴
妙
な
遣
い
を
と
も
な
っ
た
が
、
こ

う
し
た
行
政
領
域
に
よ
る
園
家
権
力
の
介
入
の
仕
方
の
違
い
は
多
分
に
嘗
時
の
村
落
祉
舎
の
構
造
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
駐
で

あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
行
政
領
域
に
よ
る
園
家
の
中
央
集
権
的
統
制
度
の
遭
い
に
着
目
し
て
少
し
く
解
説
し
て
み
よ
う
。

一
八
四

0
年
代
に
み
ら
れ
た
農
村
行
政
の
再
編
成
に
お
け
る
嘗
時
の
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
意
園
を
最
も
端
的
な
形
で
表
現
し
て
い
る
の
が
、
前

節
で
指
摘
し
た
「
死
亡
登
録
簿
」
の
整
備
過
程
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
農
民
の
生
死
の
登
録
の
管
理
を
村
レ
ベ
ル
か
ら

豚
レ
ベ
ル
へ
と
中
央
集
権
化
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
保
健
行
政
に
お
け
る
情
報
の
中
央
集
権
化
の
影
響
は
、

ひ
と
り
保
健
行
政
の
領



域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
生
一
葉
一
商
品
、
生
薬
一
商
(
ぽ
混
同
H

同
ロ
〉
の
規
制
、

薬
一
商

(isHM口
問

]'ZZ仏
〉
を
通
し
て
貰
却
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
、
主
要
都
市
部

(
Z
E
P
-
-
E
E
E
H〉
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
保
健
官

(
F
r
s・
-
-
宮
E
5
3
と
衛
生
役
人
(
目
白
J
S
H
Z
白
ZF手
陣
)
の
監
視
の
も
と
で
の
み
販
賀
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
法
的
措
置
を
通
じ
て
、
財
の

(

幻

)

市
場
・
流
通
機
構
に
も
影
響
を
及
し
た
。

具
瞳
的
に
は
生
第
一
商
品
が
村
落
の
生

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
政
の
中
央
集
権
化
は
、
嘗
時
の
吐
舎
構
造
、
と
り
わ
け
村
落
祉
舎
や
農
民
家
族
の
構
造
を
前
提
と
す
る
限
り
、
す

べ
て
の
領
域
に
お
い
て
一
律
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
貫
現
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
園
家
の
政
策
と
一
枇
曾

構
造
と
の
聞
の
微
妙
な
騒
け
引
き
は
、
園
家
の
農
村
支
配
の
た
め
の
二
本
桂
、
つ
ま
り
徴
税
と
徴
兵
に
お
け
る
行
政
手
績
き
を
み
る
時
、
そ
の

一
端
が
明
ら
か
に
な
る
。

農
村
行
政
の
再
編
成
が
み
ら
れ
た
一
九
世
紀
中
葉
、
そ
れ
は
土
地
制
度
史
の
観
黙
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
1
時
代
(
治

世
一
八
O
五
l
四
八
年
)
の
土
地
固
有
原
則
が
崩
れ
、
土
地
私
有
原
則
に
基
づ
く
土
地
制
度
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
土
地

税
制
度
史
の
翻
黙
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
納
税
者
た
る
農
民
を
把
握
す
る
場
、
つ
ま
り
具
瞳
的
に
は
課
税
の
場
を
、
本
籍
地
か
ら
居
住
地
へ
と

移
し
て
行
く
時
代
に
嘗
っ
た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
l
時
代
の
土
地
園
有
原
則
と
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
農
民
を
特
定
の
村
落
に
縛
り
つ
け
て

- 89ー

彼
ら
の
献
労
働
力
を
直
接
支
配
し
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。

ア
ヌ
ル
(
白
色
)
と
い
う
言
葉
は
通
常
、

血
統
上
の
粗
先
を
意
味
す
る
が
、
嘗
時

の
文
脈
に
あ
っ
て
は
バ
ラ
ド
・
ア
ス
リ

l
(
g
-主
主
。
、
す
な
わ
ち
本
籍
地
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
本
籍
地
制
度
の
も
と
で
農
民
を
本

ハ
幻
)

籍
地
に
縛
り
つ
け
る
た
め
に
、
村
長
老
た
ち
(
自
由
回
ysrr
巳
l
g
Z
3
は
彼
ら
の
管
理
下
に
あ
る
農
民
た
ち
の
保
護
人
(
世
間
ユ
ロ
)
と
な
っ
た
。

第
二
節
に
お
い
て
翻
語
口
と
し
て
羽
一
持
出
し
た
文
書
の
な
か
に
出
て
く
る
、

(mEHM
Y
-
-
ω
m
r
E
S-
-
こ
の
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
は
部
外
者
、

ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
、

嘗
該
村
落
を
本
籍
地
と
し
な
い
寄
留
者

他
所
者
で
あ
る
ー
ー
の
た
め
の
寄
留
者
名
簿
官
島
問
色
白

m
y
E
S

が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

263 

と
こ
ろ
が
、

一
九
世
紀
中
葉
に
至
っ
て
、

エ
ジ
プ
ト
政
府
は
こ
の
本
籍
地
制
度
に
基
づ
く
農
民
の
州
労
働
力
を
直
接
支
配
す
る
徴
税
方
式
を
放
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棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
新
た
な
農
民
支
配
方
式
と
し
て
選
揮
さ
れ
た
の
が
、
土
地
の
私
有
制
、
具
瞳
的
に
は
地
主
制
を
前
提
と
し

(
お
)

た
間
接
的
な
農
民
支
配
、
つ
ま
り
農
民
を
居
住
(
五
回
ヨ
回
)
地
で
把
握
し
た
う
え
で
の
課
税
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
本
籍
地
制
度
が
放
棄
さ
れ
た

以
上
、
税
制
業
務
の
う
え
か
ら
は
、
村
長
老
た
ち
が
農
民
た
ち
の
保
護
人
と
な
る
制
度
は
徐
々
に
有
名
無
買
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

一
八
四

0
年
代
以
降
、
そ
の
存
在
が
公
式
文
書

な
か
か
ら
、
村
長
老
た
ち
に
代
わ
っ
て
村
落
の
徴
税
業
務
の
責
任
者
と
し
て
撞
頭
し
た
の
が
、

で
確
認
で
き
る
村
長

?
E
L乙
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
徴
税
業
務
に
お
い
て
こ
の
村
長
を
補
佐
し
た
の
が
村
落
の
徴
税
人
(
窓
口
仰
向
白
「
ロ
与
苛
白
)

で
あ
り
、

か
く
し
て
、
こ
の
徴
税
人
に
よ
っ
て
「
住
民
簿
」
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
、
徴
税
業
務
に
閲
す
る
限
り
、
本
籍
の
観
念
と
保
護
人
の
制
度
は
有
名
無
買
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
が
嘗
時
の
エ
ジ
プ
ト
政
府
に
と
っ
て
不
必
要
な
も
の
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
本
籍
の
観
念

と
保
謹
人
の
制
度
は
徴
兵
業
務
の
な
か
で
生
き
績
け
た
。
こ
の
場
合
、
何
の
保
謹
人
か
と
い
え
ば
、
徴
設
さ
れ
た
兵
士
の
逃
亡
に
劃
し
て
連
帯

(川己

責
任
を
負
う
保
誼
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
保
護
人
と
な
っ
た
の
は
村
長
老
令
官
存
「
巳
l
g
g
L
)
で
あ
り
、

徴
兵
の
責
任
者
と
し
て
「
徴

- 90ー

兵
登
録
簿
」
を
管
理
し
、

そ
れ
故
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
書
で
訴
え
ら
れ
た
の
も
、

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
村
長
老
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
買
は
、
同
じ
村
役
人
な
が
ら
微
妙
に
異
な
る
村
長
老
と
村
長
の
性
格
を
考
え
る
時
、
徴
税
業
務
と
徴
兵
業
務
と
の
聞
の
質
の
遣
い
を

窺
わ
せ
て
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
村
長
老
と
村
長
は
、
と
も
に
園
家
権
力
と
村
落
住
民
と
の
接
貼
に
位
置
し
て
い
た
も
の
の
、
村
長
老
が
停
統

的
村
役
人
と
し
て
村
落
住
民
の
代
表
者
と
い
う
色
影
を
強
く
も
っ
て
い
た
の
に
劃
し
て
、
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
農
村
行
政
の
再
編
成
の
な

か
で
創
設
さ
れ
た
村
長
は
、
文
字
遁
り
の
中
央
権
力
と
直
接
結
び
つ
い
た
村
役
人
と
し
て
、
地
方
行
政
の
末
端
箪
位
た
る
村
落
に
お
け
る
住
民

(

お

)

管
理
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
農
村
行
政
の
再
編
成
に
よ
る
中
央
集
権
瞳
制
の
強
化
と
い
う
趨
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
徴
税
業
務
と

異
な
り
、
農
民
の
第
働
力
の
徴
護
、
つ
ま
り
は
徴
兵
業
務
に
お
い
て
は
、
村
民
と
の
聞
に
俸
統
的
な
人
開
闘
係
を
維
持
し
て
い
る
村
長
老
を
そ

の
責
任
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



五

家

族

構

成

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
書
に
は
、
嘆
願
人
の
主
張
の
具
備
を
確
め
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
「
住
民
簿
」

そ
の
た
め
、

へ
の
照
合

結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

嘆
願
文
書
の
す
べ
て
に
お
い
て
で
は
な
い
も
の
の
、

そ
の
多
く
に
嘗
該
嘆
願
人
の
家
族
に
関
す
る

「
住
民
簿
」

の
寓
し
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
依
援
す
る
三
六
文
書
の
う
ち
、
こ
う
し
た
「
住
民
簿
」
の
寓
し
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は

一
四
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
住
民
簿
」
の
寓
し
に
盛
ら
れ
て
い
る
情
報
を
嘗
時
の
エ
ジ
プ
ト
農
民
の
家
族
構
成
の
特
徴
を
知
る
た
め
の
責

料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
事
例
数
が
甚
だ
少
な
い
と
い
う
黙
を
除
い
て
も
、
多
く
の
留
保
を
必
要
と
す
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の

寓
し
は
、
徴
兵
に
と
ら
れ
た
家
族
唯
一
の
働
き
手
を
返
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
嘆
願
人
の
家
族
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
規
模
の

小
さ
な
家
族
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
と
剣
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
調
査
項
目
が
家
族
の
働
、
き
手
の
有
無
に
あ
る
た
め
、
多
く
の
報
告
が
男
子
の
み

(
お
)

を
封
象
と
し
た
も
の
で
、
家
族
全
瞳
の
構
造
を
知
る
資
料
と
は
な
り
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
限
界
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
も
の
に
嘗
た
れ
な
い
現
在
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
恒
設
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

に
は
、
何
が
し
か
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
、

「
住
民
簿
」

- 91-

そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と

「
住
民
簿
」
の
潟
し
の
一
四
例
を
紹
介
し
た
後
、
そ
こ
か
ら
嘗
時
の
農
民
の
家
族
構

(
幻
)

成
に
闘
す
る
幾
つ
か
の
留
意
黙
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

事
例
①

家
族
構
成
|
|
男
子
六
人

世
帯
主
(
五
五
歳
〉

息
子
会
一
O
歳
)

息
子
(
一
五
歳
〉

息
子
三
二
歳
〉

息
子
(
六
歳
〉

息
子
(
二
歳
〉

事
例
②

家
族
構
成
||
男
子
三
人

265 

世
幣
主
〈
四
五
歳
)

事
例
③

息
子
(
一
二
歳
)

息
子
(
七
歳
〉

家
族
構
成
|
|
男
子
三
人
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事
例
④

世
帯
主
(
囚
O
歳
)

息
子
(
一
二
歳
)

息
子
会
一
歳
)

家
族
構
成
||
男
子
九
人

世
幣
主
(
七
O
歳〉

息
子
A
(
二
五
歳
〉

息
子
B
(三
O
歳
)

息
子
C
(
一
五
歳
)

息
子
D
(
一
二
歳
)

息
子
E
(九
歳
〉

息
子
F

(
七
歳
)

息
子
B
の
孫
(
八
歳
)

息
子
A
の
孫
(
三
歳
)

家
族
構
成
|
|
男
子
五
人

事
例
⑤

世
帯
主
(
八
O
歳〉

事
例
⑥

息
子
A
(三
O
歳〉

息
子
B
(
一
五
歳
〉

息
子
C
(三
歳
)

息
子
A
の
孫
(
六
歳
〉

家
族
構
成
|
|
男
子
二
人
・
女
子
四
人

男
子
|
|
世
帯
主
(
二

O
歳〉

異
母
兄
弟
(
二

O
歳
)

女
子
1

1
妻
(
二

O
歳〉

母
(
五
O
歳
)

父
方
伯
母
(
七
O
歳〉

異
母
兄
弟

の
母
(
六
O
晶
腕
)

- 92ー

事
例
⑦

F

家
族
構
成
|
|
男
子
四
人
・
女
子
一

O
人

ー

事
例
③

事
例
⑨

事
例
⑪

男
子
|
|
世
帯
主
(
六
O
歳
)

兄
弟
A
(五
O
歳
)

兄
弟
A
の
息
子
(
一
五
歳
)

女
子
|
|
妻
(
二
五
歳
)

妻

兄
弟
B
(二
五
歳
)

(三
O
歳
)

娘
(
二

O
歳
)

娘
〈
二
歳
)

兄
弟
A
の
妻
(
四
O
鼓
)

兄
弟
A
の
娘
〈
一

O
裁
)

兄
弟
A
の
娘
(
八
歳
)

未
亡
人
(
七

O
歳
)

未
亡
人
の
娘
三

O
歳〉

兄
弟
B
の
妻
〈
二
五
歳
)

家
族
構
成
|
|
男
子
二
人
・
女
子
四
人

男
子
|
|
世
帯
主
(
主
O
歳
)

息
子
(
一
五
歳
〉

女
子

l
l妻
(
四
O
歳
)

娘
(
七
歳
〉

娘
(
五
歳
)

息
子
の
妻
〈
一
五
歳
)

家
族
構
成
|
|
男
子
四
人

世
帯
主
(
四
O
歳
)

兄
弟
会

δ
歳〉

兄
弟
(
一
五
歳
)

兄
弟
(
一

O
歳
)

家
族
構
成
|
|
男
子
七
人
〔
う
ち
、
自
由
人
公
宵
卸
)
六
人
・
奴
隷
〈
H
2
5〉
一
人
〕

自
由
人
|
|
l
世
帯
主
ハ
六
O
歳

)

息

子

〈

五

歳

〉

息
子
(
一
五
歳
〉

息
子
(
五
歳
)

息
子
会
一
歳
)

息
子
(
一
歳
〉

奴
隷
|
|
奉



公
人

(
S
E
)
・(二

O
歳〉

事
例
⑪

家
族
構
成
|
|
男
子
二
人
・
女
子
二
人

男
子
|
|
世
帯
主
(
八
歳
)

兄
弟
三
二
歳
)

女
子
|
|
母
(
四
O
裁
)

事
例
⑫

家
族
構
成
|
|
男
子
三
人
・
女
子
三
人

男
子
1

1
世
帯
主
(
八
O
事

兄
弟
の
息
子
(
二

O
歳〉

息
子
会

δ
裁
)

事
例
⑬

家
族
構
成
|
|
男
子
二
人
・
女
子
二
人

男
子
|
|
世
帯
主
(
六
O
歳
l
現
在
六
八
歳
)
息
子
〈
九
歳
|
現
在
一
七
歳
)

家
族
構
成
|
|
男
子
二
人
・
女
子
二
人

事
例
⑪

男
子
1

1
世
帯
主
主
一
五
歳
)

息
子
(
五
歳
〉

女
子
|
|
妻
(
三
O
歳〉

兄
弟
の
母
会

δ
裁
)

女
子
|
|
妻
(
六
O
歳
)

娘
(
一
歳
)

孫
(
一
歳
〉

女
子
ー
ー
ー
妻
(
四
O
裁
)

娘
(
四
歳
)

娘
(
二
歳
〉

- 93ー

さ
て
、
以
上
の
一
四
の
事
例
に
み
る
家
族
構
成
に
依
接
し
て
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、

て
、
そ
の
祉
舎
的
・
経
済
的
機
能
に
つ
い
て
何
か
と
議
論
の
多
い
「
家
族
」
を
表
現
す
る
こ
つ
の
単
語
、

(
お
〉

ア

l
イ
ラ
(
a

笠
宮
)
で
は
な
く
、

族
と
書
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ウ
ス
ラ
守
的
同
品
、

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
家
長
は
「
世
帯
主
」
、

「
住
民
簿
」
に
お
い
て
「
家
族
」
を
示
す
単
語
と
し

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
一
核
家
族
、
櫨
明
大
家

「
世
帯
」
を
意
味
す
る

B
S
N己
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て

って、

つ
ま
り

$
f
p
巳
・
目
白
ロ
N

口
で
あ
る
。

一
つ
の
家
計
車
位
、
具
瞳
的
に
は
納
税
単
位
と
な
る
家
計
車
位
と
し
て
意
識
さ
れ
て

こ
の
事
買
は
、
少
な
く
と
も
園
家
に
と

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
世
帯
」
は
ど
の
よ
う
な
構
成
員
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
お
い
て
す
ぐ
に
気
が
つ
く
の
は
、

事
例
の
う
ち
八
事
例
I
l
l事
例
①
②
③
⑧
⑩
⑫
⑬
⑭
ー
ー
が
、
女
子
成
員
を
除
け
ば
、
世
帯
主
と
そ
の
息
子
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

「
世
帯
」
の
基
本
は
文
i
息
子
を
中
心
と
す
る
一
核
家
族
で
あ
り
、
そ
の
規
模
を
援
大
さ
せ
て
も
、
事
例
④
⑤
に
示

「
家
族
」
と
は
漠
た
る
血
縁
共
同
睡
で
は
な
く
、

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

267 

う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

四
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さ
れ
る
よ
う
に
、

せ
い
ぜ
い
未
成
年
の
孫
を
含
む
三
世
代
家
族
で
あ
っ
た
。

従

っ
て
、
世
幣
主
が
死
亡
す
れ
ば
息
子
た
ち
は
、
自
ら
の
家
計
を
維
持
し
得
る
限
り
、

そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
新
た
な
「
世
帯
」
を
構
え
た
と

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も、

四
事
例
|
|
事
例
⑥
⑦
⑨
⑪
ー
ー
ー
に
お
い
て
兄
弟
同
居
の
「
世
帯
」
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
特
殊
な

つ
ま
り
、
事
例
⑥
⑪
は
異
母
兄
弟
、
そ
れ
も
若
年
の
兄
弟
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
世
帯
」
で
あ
り
、
事
例
⑦
⑨

家
族
事
情
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

は
世
幣
主
に
息
子
が
い
な
い
「
世
帯
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
兄
弟
が
一
絡
に
生
計
を
立
て
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
生
活
の
た
め
に

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
質
際
、
事
例
⑨
は
、
第
二
節
に
お
け
る
翻
語
ハ
門
の
「
徴
兵
克
除
」
嘆
願
文
の
内
容
が
示

し
て
い
る
よ
う
に

家
族
共
同
土
地
保
有
制
度
の
も
と
で
「
家
計
を
一
つ
に
し
て
い
る
」
、

(
却
)

て
い
る
四
人
兄
弟
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
世
帯
」
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
生
活
の
た
め
に
土
地
経
営
を
共
同
で
行
つ

「
世
帯
」
の
基
本
は
父
|
息
子
を
中
心
と
す
る
一
核
家
族
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
父
系
直
系
の
構
成
員
を
別
に
す
れ
ば
、
嘗
時
の

「
世
帯
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
範
時
の
成
員
を
含
ん
で
い
た
。
ま
ず
、

か
く
て
、

父
系
の
み
な
ら
ず
母
系
の
親
族
が
「
世
帯
」
の
な
か
に
多
く
含
ま
れ
て
い

- 94ー

た
。
こ
う
し
た
「
世
帯
」
に
含
ま
れ
る
親
族
構
成
は
、

一
夫
多
妻
制
に
起
因
し
た
異
母
兄
弟
の
存
在
の
た
め
に
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
「
世
帯
」
の
な
か
に
は
、
事
例
⑪
|
|
た
だ
し
、
こ
の
事
例
の
世
帯
主
は
カ
イ
ロ
を
援
貼
と
し
、
一
商
業
を
主
た
る
生
業
と
す
る
者
で
あ
り
、

事
例
と
し
て
は
例
外
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
1

ー
に
一ホ
さ
れ
る
よ
う
に
、
奉
公
人

(sty-彼
は
通
常
の
家
族
成
員
が
自
白
人
公

7
5

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
に
劃
し
て
奴
隷

(
H
2
5〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
ー
ー
な
ど
の
擬
制
的
家
族
成
員
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

か
か
る
多
様

な
「
世
帯
」
構
成
員
の
存
在
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
闘
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
一
は
、
嘗
時
の
死
亡
率
の
高
さ
に
起
因

す
る
多
く
の
扶
養
親
族
の
存
在
で
あ
り
、
第
二
は
、
生
活
維
持
の
た
め
の
第
働
力
の
確
保
の
必
要
性
で
あ
る
。

註(

1

)

こ
れ
ま
で
に
愛
表
し
た
私
の
近
代
エ
ジ
プ
ト
祉
曾
経
済
史
関
係
の
論

文
の
ほ
と
ん
ど
は
、
近
代
エ
ジ
プ
ト
史
に
お
い
て
決
定
的
縛
換
黙
と
な

っ
た
一
九
世
紀
中
葉
の
歴
史
的
意
味
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
時
代
に
封
す
る
私
の
評
債
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
諸
論
文
を
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参
照
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
テ
1
7
と
直
接

関
係
す
る
近
代
エ
ジ
プ
ト
農
村
・
農
民
問
題
の
研
究
動
向
と
問
題
黙
を

整
理
し
た
論
文
と
し
て
、
以
下
の
拙
稿
を
翠
げ
て
お
く
。
加
藤
博
「
近

代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
園
家
と
農
民
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
増
刊
鋭
・
第

五
八
六
続
、
一
九
八
八
年
)
。

(
2
〉
註
ハ
1
〉
で
指
摘
し
た
拙
稿
、
な
ら
び
に
加
藤
博
「
エ
ジ
プ
ト
農
民
の

権
力
観
」
(
シ
リ
ー
ズ
〈
世
界
史
へ
の
聞
い
〉
第
六
巻
『
民
衆
文
化
』

岩
波
書
応
、
一
九
九

O
年
所
牧
〉
を
参
照
の
こ
と
。

ハ
3
)

コ
一
六
の
「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
書
の
文
書
整
理
番
銃
を
列
皐
す
れ
ば
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

|
|
カ
ル
ト
γ
番
銃
一
〔
I
〕
(
奮
カ
ル
ト
γ
通
し
番
銃
二
一
)
文
書

番
貌
六
五
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七

O
年
(
西
暦
一
八
五
三
年
)

ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
二

O
日
(
苦
与
¥
s
b
B唱
若
』
〔
H

V

S
ミ
hvsa

R
由連
一色)。

ー
ー
ー
カ
ル
ト
ン
番
貌
二
〔
E
〕
(
奮
カ
ル
ト
γ
通
し
番
銃
二
四
)
文
書

番
続
三

O
て
三
一
九
、
三
三
七
、
三
四
九
、
三
六
四
、
三
九
一
、
三

九
二
、
三
九
九
、
四
一

O
、
四
一
二
、
四
三

O
、
四
五
九
、
四
八
二
、

四
九
五
、
四
九
七
、
五

O
四
、
五

O
五
、
五
五
四
、
五
六
一
、
五
六

二
、
五
六
三
、
五
六
五
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七

O
年
(
西
暦
一

八
五
四
年
)
ジ
ユ
マ

l
ダ
l

E
月
二
九
日
J
シ
ャ
ツ
ワ
1
ル
月
二
九
日

(
遣
与
¥
S
Q
R向ヨ
N
〔

H

p

g

b

H

E
官
E

均
語
句
戸
ど
P
匂
〆

旬弘司・匂九日仏
-
u
m
w
H
・匂市
M
M
-
U
屯屯・仏』。・弘
N
N
・血旬。・恥
M
m
y

仏匂
N
-

私唱
h
・臥由
U
J

包臥・
h
c
h
・
M
M
h
・
u

E
・九日
a
N
・
h

a
・九引
a
h
)
。

|
|
カ
ル
ト
γ
番
競
九
〔
I
〕
(
奮
カ
ル
ト
ン
遁
し
番
競
三
七
〉
文
書

番
競
一
九
八
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七
二
年
(
西
暦
一
八
五
五
年
〉

ラ
ピ
l
p
I
月
二
二
日
(
詰
与
え
Jb
苦
言
喝
事
屯
〔
3
・
E
B
S
S晶
、
白
喝
事

也句)。

|
|
カ
ル
ト
ン
番
統
一
一
二
〔
I
〕
(
奮
カ
ル
ト
ン
遁
し
番
続
五
七
)
文

書
番
続
三
六
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
暦
一
二
七
五
年
(
西
暦
一
八
五
八
年
)

ラ
ピ
l
ゥ

I
月
六
日
(
ヨ
ぬ
骨
¥
。
苦
言
由
連
M
N

〔
同
〕
・
さ
ミ
を
向
島
「
b
A
同連

句弘〉。

|
|
カ
ル
ト
γ
番
誠
一
一
一
一
〔

E
〕
(
奮
カ
ル
ト
ン
通
し
番
銃
五
八
〉
文

書
番
鋭
二
八
六
、
二
九
九
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
磨
一
二
七
五
年
(
西
暦

一
八
五
八
年
)
ラ
ピ
l
ゥ

E
月
二
七
、
二
八
日

(
3
与
、
町
営

3
喝刊誌

N
N
Q
0
・
8
b
H
吉
宮
、
百
台
司
b
h
a
・
M
唱唱)。

|
|
カ
ル
ト
ン
番
続
三
七
〔
I
〕
(
沓
カ
ル
ト
ン
遁
し
番
鋭
八

O
)
文

書
番
銃
一
四
二
、
一
四
三
、
一
四
八
、
二
一

O
、
日
附
・
イ
ス
ラ
ム
暦

一
二
八
二
年
(
西
暦
一
八
六
六
年
〉
シ
ャ
ツ
ワ
l
ル
月
一
八
J
二
九
日

(
遣
与
》
苦
言
由
連
句
叫
〔

p
s
a
H吉
宮

E
由
連
』
血
M
-

』お
-
H
h
匂-

N
N
O
)
。

|
|
カ
ル
ト
γ
番
践
三
七
〔
E
〕
(
奮
カ
ル
ト
ン
遁
し
番
競
八
一
)
文

書
番
挽
一
一
一
五
、
二
二
四
、
二
二
八
、
二
八
一
、
二
八
一
二
、
日
附
・
イ

ス
ラ
ム
暦
一
二
八
二
年
(
西
暦
一
八
六
六
年
〉
ズ
ゥ
ル
カ
ア
ダ
月
一

i

二
一
百
宮
与
》
苫

2
3ミ
〔

3
・
H
E
H
E
官

2
3
旬
以
-

h
u
h
-
N
h山田
-
h
N同
W

』・
hN
∞ω)
。

(
4
〉
私
は
、
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
の
カ
イ
ロ
滞
在
中

に
、
『
エ
ジ
プ
ト
総
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』
の
う
ち
、
一
八

五
三
年
か
ら
一
八
六
五
年
ま
で
の
一
一
一
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
都
合
六
一

カ
ル
ト
ン
に
枚
め
ら
れ
た
文
書
に
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
一
カ
ル

ト
ン
に
は
、
数
行
し
か
な
い
敷
令
か
ら
、
数
一

O
菜
、
数
一

0
ペ
ー
ジ

zo 
n汐
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に
及
ぶ
調
査
報
告
書
ま
で
、
卒
均
し
て
二
五
O
文
書
が
含
ま
れ
て
い

る
。
本
稿
が
依
接
す
る
一二
六
の
文
書
は
、
そ
の
な
か
に
牧
録
さ
れ
て
い

る
「
徴
兵
菟
除
L

嘆
願
書
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
コ
ピ
ー
を
し
て
も
ら
っ

た
、
あ
る
い
は
自
ら
手
で
書
き
取
っ
た
文
書
で
あ
る
。

(
5
〉
近
代
エ
ジ
プ
ト
史
研
究
に
お
い
て
利
用
可
能
な
「
文
書
」
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
手
引
き
書
は
、
現
在
に
お
い
て
も
ま
だ
』
り

g〕〉

句
。
若
君
主
.2
A
2
RH
3と
足
同
言
、
南
E
G
礼

宮

内

E
2・
F
め
の
包
円
。
.

巴
ω。
で
あ
る
が
、
以
下
の
論
文
は
、
簡
単
な
解
説
で
は
あ
る
が
、
各

種

「文
書
」
の
性
格
と
所
在
を
知
る
の
に
便
利
な
文
献
で
あ
る
。
ア
リ

l

・
パ
ラ
カ
l
ト
「
エ
ジ
プ
ト
祉
禽
史
の
研
究
資
料
|
|
困
難
と
問
題

貼
|
|
」
(
ア
リ
l

・
パ
ラ
カ
l
ト
著
、
加
藤
博
・
長
津
栄
治
誇
・
解

題
『
近
代
エ

ジ
プ
ト
に
お
け
る
農
民
反
乱
11
1近
代
エ

ジ
プ
ト
祉
舎
史

研
究
入
門
l
|
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
九
一
年
所
牧
)
。

(

6

)

加
藤
博
「
一
九
世
紀
中
葉

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
範

時
ー
1

リ
ズ
カ
地
に
つ
い
て
|
|」

(
『
一
橋
論
叢
』
第
九
八
巻
第
六

貌
、
一
九
八
七
年
〉
一
五
九
|
一
六
二
頁
。

(

7

)

中
世
に
お
け
る

マ
ザ
1
リ
ム
法
廷
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照

の
こ
と
。
松
田
俊
道
「
マ
ム
ル

I
P
朝
時
代
の
マ
ザ
l
リ
ム
制
度
に
関

す
る
究
書
」
〈
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
一
一
一
一
一
一
・
三
四
続
、

一
九
九

O
年〉
。

(
8
〉
こ
こ
で
徴
兵
と
は
、
一
八
二
二
年
に
開
始
さ
れ
た
エ

ジ
プ
ト
政
府
に

よ
る
耐
震
民
の
兵
士
と
し
て
の
徴
護
措
置
を
意
味
す
る
。
従
来
、

こ
の
徴

兵
制
は
、

RKFι

ぇ'HN白f
目白ロ
N
白}内
FAHFH刷、同除、
vbF~VRqFhh?"ぬ喝、

道
官
令
。
遺
書
。
札
両
氏
?
に
目
』
F
F
H
コ。曲
F
H
R
H
S
8・
ロ
向
巴

Z
目
白
色
白
-
-

ω
E
D
U
-
-
v
v
H
F
平
吉
宮
・
刷
、
と
・
宮
3
}
ミ
'H制
刷
、
拘
bhFRq-

(
U

巳
H
O
H也
君
に
代
表
さ
れ
る
よ
ろ
に
、
近
代
エ
ジ
プ
ト
軍
事
制
度
史

の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
の
を
常
と
し
た
。
し
か
し
、

徴
兵
制
は
こ
の
よ

う
な
狭
い
軍
事
制
度
史
の
枠
組
を
は
る
か
に
越
え
た
経
済
的

・
社
曾
的

射
程
、
影
響
力
を
も
っ
テ
l
マ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
近
年
に
な
っ
て
や

っ
と
、
徴
兵
制
を
近
代
エ
ジ
プ
ト
祉
曾
経
済
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

論
じ
よ
う
と
す
る
以
下
の
よ
う
な
文
献
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ぐ

rz
ω
『
白
Z
Z
・
と・
3
"42-H同
誌

E
G
bN4・htwMAq
ぬ
¥同

b
hh
唱。
、
治
又
a

H印刷、

.
b
h
b
b
w
J
n
E円
0
・
H
U
∞∞・

(
9
〉
カ
ル
ト
ン
番
挽
二
〔

H
〕
文
書
番
貌
四
三

O
(君
主
¥
a
g
E
A
E

M

〔HH〕・

8
ミ
と
宮

E
A叫3
h旬
。
〉
の
用
紙
の
み
は
四
五
フ
ィ
ッ
ダ
と

な
っ
て
い
る
。

(叩
)
住
民
簿
(牛
島『円
白『
巳

'g・L
包
)、
死
亡
登
録
簿
(色
白『
仲
良
官
立
と
ー

ヨロ
H
gd
d
w
阻止
コ
〉、
徴
兵
登
録
簿
(
』
ロ
ヨ
音
て
田明白
主吋白}自

]FEE
ヨ
)

に
つ
い
て
は
第
三
節
を
参
照
の
こ
と
。

(
口
)
こ
こ
で
の
村
役
人
と
は
、
具
睡
的
に
は
村
長
老
(
田
宮
事
ご
の
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ヵ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔

E
〕
文
書
番
続
三
九
一
(
若
干

~v¥お
白
日
台
詩
句

〔口
〕
噌
目
ミ
と
官

g
A
3
N
匂記
〉
の

「徴
兵
菟
除
」

嘆
願
書
の
記
述
か
ら
端
的
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
村
役
人
と
し
て

の
立
場
を
利
用
し
て
、
自
ら
の
親
族

(
2削

Zu
巳
'
g
g
Eユ
ゲ
)
や
彼

ら
の
一
一
族
郎
黛

G
g
z
u
を
徴
兵
の
封
象
か
ら
外
す
こ
と
に
努
め
た
。

ま
た
、
彼
ら
は
、
露
骨
な
形
で
は
、
カ
ル
ト
ン
番
抗
一
〔

E
〕
文
書
番

腕
六
五

(
s
a
~
y
p
t
2
4
3
』
〔
口
〕
・

8
ミ
吉
宮

E
A
Y司
色
)
や
同

カ
ル
ト
ン
番
続

・
文
書
番
続
四
九
七
(
司
N
Q
~
v
h
a
g
g
A叫
ヨ
』
〔
hhy

g
ミ

E
2
2唱
音
色
可
)
の
「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
書
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
村
民
か
ら
賄
賂

(
S任
者
与
を
受
け
と

っ
て
徴
兵
回
避
の
便
宜

を
計
づ
た
。
な
お
J

村
長
老
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
を
参
照
の
こ
と
。

- 96ー



(
ロ
)
ま
た
、
加
藤
博
「
エ
ジ
プ
ト
農
民
の
権
力
観
」
の
な
か
で
(
九
一
一
一
1
l

九
四
頁
)
、
イ
ス
ラ
ム
磨
一
二
七

O
年
(
西
暦
一
八
五
四
年
〉
シ
ャ
ツ
ワ

l
ル
月
附
、
カ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔

E
〕
文
書
番
続
四
三

O
(君
主
¥
a
h

E
南
道

N

〔口〕・

8
足、
v
S
Q
E喝
遺
品
旬
。
)
の
「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
文

が
翻
課
さ
れ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
農
家
経
営
の
破
綻
と
農
村
社
舎
の
疲
弊
を
避
け
よ
う
と
の
嘗
時
の
エ

ジ
プ
ト
政
府
の
配
慮
は
、
分
割
相
績
に
よ
る
土
地
保
有
単
位
の
際
限
な

い
細
分
化
に
桝
開
魔
す
る
方
策
と
し
て
の
家
族
共
同
土
地
保
有
制
度
、
つ

ま
り
家
長
の
死
後
も
、
家
族
の
土
地
経
営
、
家
計
、
納
税
単
位
と
し
て

の
枠
組
を
維
持
す
る
た
め
、
引
き
績
き
家
族
の
最
年
長
者
の
名
義
に
よ

る
租
税
塞
帳
へ
の
土
地
登
録
を
認
め
る
制
度
の
容
認
に
も
表
わ
れ
て
い

る
。
翻
誇
付
の
「
徴
兵
完
除
」
嘆
願
文
の
な
か
に
み
ら
れ
る
「
我
々
は

家
計
を
一
つ
に
し
て
い
る
四
人
兄
弟
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
意

味
し
て
い
る
の
が
こ
の
家
族
共
同
土
地
保
有
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度

に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
加
藤
博

「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
私
的
土
地
所
有
権
の
確
立
」
(
『
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
』
第
九
一
朗
、
昭
和
五
七
年
)
一

O
五
|
一
一
一
一
頁
。

(

M

)

ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
l
期
、
ア
ッ
パ
ー
ス
期
に
お
け
る
徴
兵
年
齢
は

一
八
歳
か
ら
二
二
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
数
字
は
確
定

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
ッ
パ
ー
ス
期
の
文
書
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
、

一
一
一
一
裁
か
ら
二
七
歳
の
青
年
が
徴
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ω
E
g
g
-

RNN・3
念
、
合
同
誌

g
b
b
h・1
3
n
b
E・
3
・白
0

・
S
I
B
-

(
日
)
加
藤
博
「
エ
ジ
プ
ト
農
民
の
権
力
甑
」
九
二
1

九
八
頁
。

(
叩
山
)
遺
品
~v拘
置
、
制

bF~HNHHF(ヨぬ
~HEF
h哨
白
』
匂
』
)
・
追
わ
~veph芯
若
宮
叫
刷
、
qhwH

Hebkb
ミ
.
~
v
p
E
S
b
N
'
g
a
H
F
S
h
H
b
N
E
a
a
S
F
q
b
守

N
a
b
g
E
南京
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ま
た
、
日
附
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
恩
わ
れ

る
以
下
の
二
つ
の
嘆
願
書
に
も
、
問
主
旨
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

遣。
~vhyhh哨
白
守
骨
b
H
F
(活。
~v¥bhE
』
匂
』
)
・
遺
品
~Hapム
明
白
書
Rh同
守
々
と

E
ぉ
K
M
H
A
Y
-
F
P
E
g
h
F
S
Q
H
F
S
b
b
h」
b
E
F
q
b
F民
自
ら
削
語
、
QA叫

S-

(
日
附
な
し
、
ダ
ア
フ
ァ

l
遊
牧
部
族
長
か
ら
フ
ァ
イ
ユ

l
ム
、
ベ

一一

l

・
ス
エ
フ
鯨
知
事
あ
て
嘆
願
書
)

札。•. 

苦
与
HνN~明
白
苦
言
礼
町
、
q
E
g
b」ト合.ミ同・

E

E
ミ
'
gミ
~vsb

bhm応、
b
F
G
A
H
F
T出品誌、
RNAヨ
(
日
附
な
し
、
フ
ク
l
夕
、
フ
ァ
ル
ジ

ャ
l
ン
遊
牧
部
族
長
か
ら
フ
ァ
イ
ユ

l
ム
、
ベ
ニ

l

・
ス
エ
フ
蘇
知
事

あ
て
嘆
願
書
)
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
ヵ
ル
ト
ン
番
競
二
〔

E
〕
文
書
番
貌
一
一
一
一
九
(
遣
与
¥
足
。

EAHヨ
M

〔口〕・

8
ミ
E
4
a
g屯
司
"
と
喝
)
の
「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
文

書
に
記
載
さ
れ
た
「
住
民
簿
」
の
作
成
日
附
は
イ
ス
ラ
ム
暦
一
一
一
六
四

年
、
つ
ま
り
西
暦
一
八
四
七
|
八
年
で
あ
る
。
た
だ
し
、
イ
ス
ラ
ム
暦

一
二
七
五
年
(
西
暦
一
八
五
八
年
〉
ラ
ピ
l
p
E
月
二
七
日
附
、
ア
シ

ュ
l
ト
豚
の
一
村
落
住
民
の
「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
文
書
に
記
載
さ
れ
た

「
住
民
簿
」
の
篤
し
か
ら
剣
断
す
れ
ば
、
こ
の
村
落
住
民
の
「
住
民

簿
L

へ
の
登
録
は
嘗
該
嘆
願
文
書
の
作
成
時
の
八
年
前
、
つ
ま
り
一
八

五
O
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
住
民
簿
」
の
作
成
は

地
域
に
よ
っ
て
多
少
の
時
間
差
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
カ

ル
ト
ン
番
挽
二
二
〔

H
〕
文
書
番
続
二
八
六
(
ヨ
与
¥
a
b
E南
道
路

〔口〕・

g
a
H
F
d
b
E
A
Y司
N
匂臥)。

(
四
)
〉
ゲ
ヨ
包
穴
曲
目
帥
「
ヨ
ミ
ヨ
島
民
ミ
ミ
'A~bg制
送

g
g
b
b
h
'
h
b
g
qふ
と
・

五
v~vqnNミ
4

革
、
達
同
町

~vN'F刷
、
苦
令
コ

(υ
巳円
0
・
Hug-
宅
-H
1
5・

(
四
)
村
長
(
ピ
ヨ
ι
p
立
・
ピ
ヨ
邑
〉
と
い
う
職
種
が
公
文
書
の
な
か
に
あ

- 97ー
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ら
わ
れ
る
重
初
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
一
八
四
三
年
で
あ

る
。
こ
の
村
長
職
の
創
設
に
代
表
さ
れ
る
嘗
時
の
農
村
行
政
の
再
編

成
、
そ
し
て
こ
の
再
編
成
の
背
景
に
あ
る
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
政
策
、
エ

ジ
プ
ト
社
舎
の
餐
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
加

藤
博
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
私
的
土
地
所
有
権
の
確
立
」
一
一
六

l
一

一
七
頁
。

(
初
)
例
え
ば
、
ヵ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔

E
〕
文
書
番
続
五
五
四
、
ヵ
ル

ト
ン

番
鋭
二
二
〔
E
〕
文
書
番
銃
二
九
九
(
君
。
~vhBS
Q
2
4語
句
〔
口
〕
-

E
b
H笠
宮
、
。
屯
ヨ
白
血
・
ヨ
-
Q
~
q
Q
H
Q
E
A叫
諸
問
〔
HH〕
・
目
ミ
ト
同
官

、ぬ喝司
H
N屯
唱
)
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
以
下
の
文
献
の
附
録
と
し
て
翻
課
さ
れ
た
一
八
五
八
年
八
月
二
四
日

附
、
「
通
行
・
市
場
税
」
新
規
則
の
項
目
一
一
一
一
一
を
参
照
の
こ
と
。
加
藤

博
ご
九
世
紀
中
葉
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
税
制
度
ー
ー
そ
の
二
、
通

行
・
市
場
税
|
l
l
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一

O
三
加
、
昭
和

六
二
年
)
三
八
|
一
一
一
九
頁
。

(
幻
)
農
民
は
本
籍
地
と
し
て
登
録
さ
れ
た
村
落
か
ら
外
へ
出
る
際
に
は
、

村
長
老
に
よ
る
彼
の
身
分
保
誼
を
待
っ
て
郡
長
官
(官
在
自
己

'rzs

が
夜
行
す
る
通
用
手
形
公
包
F
E
S
)
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た。

Z-
同NF〈口
HfMJFA可

h
h
、.N，町宮内
H臣
、
科
目
、
。
丘
町
句
。
¥
〉
hNh~"。
若
宮
Qh同

以

内

町

尚

道

同
町

haH

白、H・
2
R
Sえ
C
口
同
〈

R
E
u、
HVHmFHum
--
司日

V-
E
-
2・

(
お
)
加
藤
博
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
私
的
土
地
所
有
権
の
確
立
」
、
と
り

わ
け
そ
の
第
三
節
を
参
照
の
こ
と
。

(
M
)

一
九
世
紀
中
葉
の
『
エ
ジ
プ
ト
線
督
内
閣
官
房
ト
ル
コ
語
局
文
書
』

に
は
、
多
く
の
逃
亡
兵
関
係
文
書
が
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
蛍
時
の
エ
ジ

プ
ト
政
府
に
と
っ
て
、
逃
亡
兵
問
題
が
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
逃
亡
兵
関
係
文
書
の
分
析
は
後
日
に
期
す

こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
首
時
の
逃
亡
兵
問
題
文
献
と

し
て
、
以
下
を
あ
げ
て
お
く
。

ω
E
F
F
h
N
N白書官，
NHhミ

g
b
b
h・

」

S
S
E
-
宅
-H品
H
|
口。・

(
お
)
以
上
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
は
、
同
じ
村
役
人
な
が

ら
、
村
長
老
(
加

Z
ユ}戸田
--z-E)
と
村
長

(JEι
る
と
の
聞
に
顕

著
な
性
格
の
差
を
認
め
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
ベ
ア
ー
は
(
例
え
ば
、

。
・
切
自
門
¥
斗

Z
〈

H-
z
mo
ω
宮
司
r
Y
5
0
0
1
5
g・u
.
5
U
H
R
A
N
2

3
H
F内
旬
。
2.bN
司
令
芯
ミ
。
¥
〉
向
。
丸
町
、
治

h

b』
甲
子
吋
r
O
C
D
-
2
?

巴
門
司

C
同(リ
E
n
o
m
O
H
ν
5
F
Hug-
同】・

ωH)、
雨
者
の
聞
に
管
轄
地
域

の
大
小
と
い
う
規
模
の
違
い
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
そ
こ
に
質
的
な
遠

い
を
認
め
て
い
な
い
。
確
か
に
、
ウ
ム
ダ
職
の
創
設
を
定
め
た
法
令
を

確
認
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
一
九
世
紀
後
学
の
公
式
文
書
に
お
い
て
し

ば
し
ば
、
雨
者
が
区
別
な
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
貸
で
あ
る
。
し

か
し
、
あ
る
程
度
の
規
模
を
も
っ
村
落
に
は
必
ず
複
数
の
シ
ャ
イ
フ
が

い
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
シ
ャ
イ
フ
と
は
、
村
落
の

な
か
の
地
区
(
宮
市
包
あ
る
い
は

z
f
q白〉
|
|
そ
し
て
そ
れ
は
後
に

述
べ
る
ア
l
イ
ラ
と
呼
ば
れ
た
同
族
集
闘
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
て
い
た

ー
ー
を
基
盤
に
選
任
さ
れ
た
村
役
人
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
ウ
ム
ダ

は
、
ど
の
よ
う
に
大
き
な
規
模
を
も
っ
村
落
で
あ
っ
て
も
、
必
ず

一
人

し
か
選
任
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
行
政
村
の
長
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ベ

ア
!
と
私
と
の
聞
の
見
解
の
相
違
は
以
下
の
二
貼
に
基
づ
い
て
い
る
。

第
一
は
、
ベ
ア
ー
が
ウ
ム
ダ
、
シ
ャ
イ
フ
を
村
役
人
と
し
て
一
括
し
、

彼
ら
の
職
能
の
時
開
的
努
容
に
分
析
を
集
中
さ
せ
て
い
る
の
に
到
し
、

私
は
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
農
村
行
政
の
再
編
過
程
を
き
わ
め
て
重

- 98ー



親
し
、
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
ウ
ム
ダ
職
、
シ
ャ
イ
フ
職
を
意
味
・
つ
け
よ

う
と
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
、
ベ
ア
ー
が
一
九
世

紀
エ
ジ
プ
ト
農
村
祉
曾
に
お
け
る
地
縁
的
村
落
共
同
種
の
存
在
を
自
明

観
し
て
い
る
の
に
射
し
、
私
は
、
本
来
の
シ
ャ
イ
フ
職
の
選
出
基
盤

と
、
そ
の
性
格
か
ら
剣
断
し
て
、
か
か
る
村
洛
共
同
佳
の
存
在
を
疑
問

視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハM
m
)

そ
の
他
に
、
家
族
構
成
員
の
年
齢
の
員
懇
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
後
述
す
る
家
族
構
成
の
事
例
⑤
の
年
齢

は
す
べ
て
一
の
位
の
端
数
の
な
い
数
値
と
な
っ
て
お
り
、
事
例
的
⑫
で

は
、
六

O
放
の
女
性
が
一
裁
の
娘
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
嘗
時
の
エ
ジ
プ
ト
農
村
佐
倉
の
住
民
の
意
識
に
お
い

て
、
正
確
な
年
齢
な
ど
た
い
し
た
重
要
性
を
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
徐
り
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

(
幻
)
以
下
の
一
四
の
事
例
の
出
典
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
事
例
①
1
カ
ル

ト
ン
番
銃
二
〔
日
〕
文
書
番
銃
一
一
一
一
九
(
苦
命
令
¥
A
Q
E
A
3
L
t
p

g
ミ
吉
宮

E
A叫
ヨ
ど

3
。
事
例
②
|
カ
ル
ト
ン
番
続
二
〔
E
〕
文
書

番
続
三
三
七
ハ
ヨ
与
¥
品
目

E
喝ヨ
M

〔
口
〕
・
言
ミ
EA叫Q
R喝
ヨ
匂
匂
吋
〉
。

事
例
③
|
カ
ル
ト
ン
番
貌
二
〔
E
〕
文
書
番
続
三
四
九
(
ヨ
与
¥
S
Q

E
A
Y昌
M

〔H
H
〕
-
gミ』
HSaEA~ヨ
匂
弘
司
〉
。
事
例
④
|
カ
ル
ト
ン
番
挽

二
〔
E
〕
文
書
番
挽
一
一
一
九
一

(
ヨ
与
¥
ぷ
Q
E由ヨ
N

〔

is--ミ
と
官

、
白
尚
喜
匂
唱
。
。
事
例
⑤
|
カ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔

E
〕
文
書
番
続
四
三
O

273 

(遣ぬ
~H¥鳥
島
、
白
由
ヨ
N

〔H
N
〕・

8
ミ
と
宮

3
4草
色
。
〉
。
事
例
⑤
l

カ
ル
ト
ン
番
競
二
〔
E
〕
文
書
番
挽
四
八
二
(
遺
品
ご
S
Q
E南道
M

〔
N
h
y
g
b
Hと
AHaEAY詰
怠
M
〉
。
事
例
⑦
|
カ
ル
ト
ン
番
挽
二
〔
E
〕

文
書
番
続
五

O
四
(
遣
ぬ
と
お
お
日
南
道
旬
〔
口
〕
・

8
ミ』
V
S
Q
E喝
3

8
δ
。
事
例
@
lカ
ル
ト
ン
番
続
二
〔
E
〕
文
書
番
続
五

O
五
(
ヨ
与
・

¥
a
b
E雪
N

M

〔H
H
〕・

8
ミ
E
2
2南道

8
3。
事
例
⑨
|
カ
ル
ト

ン
番
貌
二
〔
E
〕
文
書
番
貌
五
五
四
守
E骨
¥
S
Q
E
A
Y司
M

〔口〕・

8
ミ
吉
宮
日
南
昔
日
目
的
仏
〉
。
事
例
⑮
|
カ
ル
ト
ン
番
銃
二
〔
E
〕
文
書

番
挽
五
六
一

(
S
Q十
¥
a
b
E雪
H
N
〔』
10・
gbHF同
官
、
.
2
S
忽』)。

事
例
⑪
|
カ
ル
ト
ン
番
貌
二
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AGRARIAN SOCIETY IN MID-NINETEENTH CENTURY EGYPT

　　　　　　

As Reflectedin the Petitionsof Fallahsfor

　　　　　　　　　

Exemption from MilitaryService

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kato Hiroshi

　　　

The recruitment of fallahs (peasants) for military service 祐 the

nineteenth century affectedヽthe foundations of Egyptian agrarian society

because it deprived the Egyptian rural areas　of agricultural labor. The

fallahs hated the conscription as ａ“blood tａｘ” and ventured to present

petitions directly to the central government, ａ form of protest which was

officially permitted for fallahs in those days. The sentiments of fallahs

regarding conscription are well reflected in their petitions for exemption

from military service for sons who were drafted｡

　　　

The aim of this article is to point out some characteristics of Egyptian

agrarian society in the mid-nineteenth century by analyzing the form

and contents of thirty-siχ petitions related to conscription. These documents

are among the unpublished documents called ｍα卜可iｚ　ｍａ’ｉｙａｓａｎｉｙａtｗｒfei

in the Egyptian National Archives (Dar al-watha'iq al-Qawmlya).　This

article consists of five chapters. The first and second describe the thirty-six

petitions in terms of their form and contents. The third, fourth and

fifth analyze the contents of the petitions with respect to the mechanisms

of village control, the organization of the village and the structure of the

family respectively.
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